
   

発行  令和 5 年 5 月 15 日  

花南地区コミュニティ会議  

  （花南振興センター内）  

    ☎・ FAX 24-4415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 花南地区コミュニティ会議の生涯学習事業「第２回自然観察会」の参加者を募集します。 

 第２回の自然観察会は宮城県の北東部、石巻市と女川町に位置する「牡鹿半島」を訪れます。牡鹿半

島は、万石浦の東海岸から南に伸びる約 25 ㎞の半島で、リアス式海岸特有の変化に富んだ海岸線は

入江ごとに異なった眺望を見せています。コバルトブルーの海や風光明媚な自然を感じてみませんか。 

 １ 期 日 ６月 10 日（土） 小雨決行 

 ２ 場 所 宮城県「牡鹿半島」 

 ３ 対象者 花南地区に在住もしくは勤務する市民で、自然に関心があり学ぶ意欲のある方  

       ※長距離・長時間の移動をしますので、体力や足腰・健康状態に不安のない方 

 ４ 集 合 07：45 花南振興センター集合・受付 

 ５ 日 程 08：00 花南振興センター出発（途中、２回休憩します。） 

             東北自動車道～三陸自動車道～牡鹿半島 

       11：15 ホエールタウンおしか（見学、昼食） 

             ・牡鹿半島ビジターセンター 

             ・観光物産交流施設 Cottu（こっつ） 

             ・第十六利丸捕鯨船 

       13：00 おしか御番所公園 

             ・御番所展望台まで散策 

       14：00 出発 

       17：00 花南振興センター到着予定 

※天候や現地の状況によって日程を変更する場合があります。 

 ６ 服 装 活動しやすい服装、履きなれた靴 

 ７ 持ち物 保険証、お薬手帳、昼食、飲み物、雨具、帽子、着替え、タオル、筆記用具など 

 ８ 参加料 100 円（保険代）※貸切バス代はコミュニティ会議が負担します。 

９ 定 員 30 人（先着順） 

１０ 受付期間 5 月 24 日（水）～6 月 2 日（金） 参加希望の方は、花南地区コミュニティ会議 

（電話 24-4415、平日の 9 時～17 時）へお申込み願います。 

コミュニティだより 

第２１３号  

第２回自然観察会の参加者募集  

コバルトブルーの海が広がる「牡鹿半島」の魅力を満喫 

第 1１回花南地区自治会対抗  

グラウンドゴルフ大会  

 グラウンドゴルフを通じて地域の交流を図る

「花南地区自治会対抗グラウンド 

ゴルフ大会」を左記のとおり開催 

します。規模を縮小しての大会と 

なりますが、各自治会での選手選 

考や審判の選出などチーム編成に 

ご協力をお願いいたします。 

○期日  5 月 27 日（土）  

    午前 9 時 15 分受付  

○会場  岩手県農業研究センター  

「農業ふれあい公園」  

牡鹿半島 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

競技種目 期 日 種別 会 場 

第 49 回 野球大会 6 月 25 日（日） 男 南城中学校 

第 49 回 バレーボール大会 7 月 2 日（日） 男・女 

男子：南城中学校 

女子：南城小学校 

   社会体育館 

第 29 回 ソフトボール大会 8 月 20 日（日） 男・女 南城中学校 

第 48 回 ソフトテニス大会 8 月 20 日（日） 男・女 南城中学校 

第 19 回 ニュースポーツ大会 9 月 24 日（日） 男・女 南城中学校 

第 47 回 バドミントン大会 10 月 8 日（日） 男・女 花南地区社会体育館 

第 48 回 卓球大会 10 月 8 日（日） 男・女 花南振興センター 

５月は自転車の安全利用推進期間です  

■桜町駐在所からのお知らせ  

花南地区体育協会競技種目・期日・会場のお知らせ  

 花南地区体育協会では、花南地区民総スポーツ化の浸透を図り、心身の練磨とスポーツ精神を高揚

し、地区民の健康と体力の向上を目的に、令和 5 年度の競技種目と期日・会場を 4 月 25 日の総会に

て決定しました。各地区の皆さまには選手の選出やチーム編成等ご協力をよろしくお願いいたします。 

（花南地区大運動会は中止となりました。） 

 自転車は運転免許のいらない手軽で便利な乗り

物ですが、道路交通法では「車」の仲間です。交通

事故に遭わないよう、ルールを守って安全に乗り

ましょう。 

 令和５年４月１日から、自転車利用者全世代に

ヘルメット着用が努力義務となりました。自転車

に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。 

＜自転車の安全利用推進期間＞ 

５月１日～31 日までの１か月間 

＜推進重点＞ 

１ 自転車の交通ルールの遵守 

２ 歩行者等に配慮した安全利用とすべての自転 

車利用者によるヘルメット 

着用の推進 

３ 飲酒運転、二人乗り、並進 

傘さし、携帯電話使用、ヘッ 

ドホン使用等の危険な行為 

の禁止 

花南振興センター・花南地区社会体育館  

令和４年度の年間利用状況について  

 花南振興センター及び花南地区社会体育館の令

和４年度の年間利用状況をお知らせします。 

 

花南振興センター 

・開館日数  ､336 日（前年比 147％） 

・利用日数  ､308 日（前年比 143％） 

・利用者数 6,938 人（前年比 116％） 

・一日平均 020.7 人（前年比 80％） 

 

花南地区社会体育館 

・開館日数  ､305 日（前年比 146％） 

・利用日数  ､256 日（前年比 163％） 

・利用者数 5,683 人（前年比 150％） 

・一日平均 018.6 人（前年比 103％） 

 

※市関連施設の施設利用制限は令和５年５月８日

より廃止され、通常通りの利用となりました。 


